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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄道車両用の継目無鋼管から鍛造される中空管車軸を製造するための方法であって、以
下の段階：
　－合金材料を融解し、合金鋼材料を生成し、
　－該溶融材料を鋳造し、鋳塊化製品を形成し、
　－再熱炉中で該鋳塊化製品の穿孔のために再加熱し、
　－該鋳塊化製品を穿孔し、

　－該穿孔化製品を延伸し、中空素管を形成し、
　－該中空素管を仕上げ加工し、それらを継目無管に変形し、
　－該継目無管を鍛造し、それらを鉄道車両用の継目無管から鍛造される車軸に変形する
こと、を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記融解段階後、前記合金の化学組成の調整がなされ、カルシウム－ケイ素による冶金
処理が行われるポット炉中での第２精錬段階を含むことを特徴とする、請求項1に記載の
方法。
【請求項３】
　それが前記第２精錬段階後に真空脱気段階を含む
ことを特徴とする、請求項1または2に記載の方法。
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【請求項４】
　前記鋳造段階が電磁攪拌下で行われることを特徴とする、請求項1～3のいずれかに記載
の方法。
【請求項５】
　前記鋳造段階後、前記鋳塊化製品が、１～４８時間の間にわたり８８０℃～１３００℃
の温度で補助再加熱段階を受けることを特徴とする、請求項1～4のいずれかに記載の方法
。
【請求項６】
　前記補助再加熱段階後、圧延段階を含むことを特徴とする、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記鋳塊化製品穿孔用の前記再加熱段階が１０００℃～１３００℃間の温度で再熱炉中
において行われることを特徴とする、請求項1～6のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記中空素管を８２０℃～９８０℃間で再加熱する段階が該中空素管を仕上げ加工する
段階の前で行われることを特徴とする、請求項1～7のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記仕上げ加工段階後、前記継目無管が冷却床にさらされることを特徴とする、請求項
1～8のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記鍛造段階前に、前記継目無管が焼きならされ、そこでそれらが少なくとも１０分間
の均熱時間にわたり８８０℃～９５０℃間の温度に保持され、次に、それらが空気冷却に
さらされることを特徴とする、請求項1～9のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記鍛造段階前に、前記継目無管が焼き入れされ、そこで該継目無管が少なくとも１０
分間の均熱時間にわたり８８０℃～９５０℃間の温度に保持され、次に、該車軸管の焼き
戻しが水および油から選択される媒体により行われることを特徴とする、請求項1～9のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記継目無管が再熱炉中で焼き戻され、そこでそれらが少なくとも１０分間の均熱時間
にわたり４００℃～７００℃間の温度に保持され、次に、それらが空気冷却にさらされる
ことを特徴とする、請求項9～11のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記鍛造段階前に、前記継目無管が熱間歪み矯正され、続いて冷却床に送られることを
特徴とする、請求項1～12のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記鍛造段階前に、寸法および表面不連続点に対する非破壊試験により前記管を検査す
る段階を含むことを特徴とする、請求項1～13のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記検査段階後に、前記継目無管の内面全体を機械加工することを含む仕上げ加工段階
を含むことを特徴とする、請求項1～14のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記機械加工後に、前記継目無管の前記内面の研磨が行われることを特徴とする、請求
項15に記載の方法。
【請求項１７】
　前記機械加工後に、前記継目無管の前記内面の艶出しが行われることを特徴とする、請
求項15に記載の方法。
【請求項１８】
　前記鍛造段階前に、据え込み加工段階が行われ、そこでは、前記継目無管（１１）が、
該厚さを増大させる領域において８００℃～１３００℃間に加熱され、次に、縦の圧縮力
が、据え込み工具（１２）を前進させることにより該継目無管（１１）の軸方向にかけら
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れることを特徴とする、請求項1～17のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記鍛造段階が、コンピュータ支援数値制御により統御することができる、半径方向に
振動し可変コースを有する少なくとも二つの開放マトリクス（１４）、補助軸方向据え込
み工具（１５）、および前記継目無管（１３）の並進および回転用のハンドラーによって
、８００℃～１３００℃の範囲にある温度で行われることを特徴とする、請求項1～18の
いずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　前記鍛造段階が、前記管の少なくとも一つの端部（１３）を軸方向および半径方向に圧
縮し、その径を縮小し、それを鍛造された車軸に変形するマトリクス（１６）によって、
室温～１３００℃の温度範囲において行われることを特徴とする、請求項1～18のいずれ
かに記載の方法。
【請求項２１】
　前記鍛造が熱間製である場合、本方法が、さらに、該冷却が以下の媒体：空気、強制空
気、水および油から選択される媒体中で行われる、該鍛造後の冷却段階を含むことを特徴
とする、請求項1～20のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　少なくとも１０分間の均熱時間にわたり８８０℃～９５０℃間の温度まで加熱するため
の加熱炉、および空気冷却を用いて、前記継目無管の少なくとも一部を焼きならしする段
階を含むことを特徴とする、請求項1～21のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　オーステナイト化のため、少なくとも１０分間の均熱時間にわたり８８０℃～９５０℃
間の温度まで加熱するための加熱炉、および焼き入れのため水中での急速冷却を用いるこ
とにより、前記継目無管の少なくとも一部を焼き入れする段階を含むことを特徴とする、
請求項1～22のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
　少なくとも１０分間の均熱時間にわたり４００℃～７００℃間の温度まで再加熱するた
めの加熱炉および空気冷却を用いることにより、前記継目無管の少なくとも一部を焼き戻
しする段階を含むことを特徴とする、請求項1～23のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　前記仕上げ段階が、以下の段階：前記管の内面をショットピーニングすること、該管を
歪み矯正すること、該管の両端での検査穴の内側機械加工、該管の検査穴の内径の縁での
面取り部（７）を機械加工すること、および各端部での少なくとも二つのネジ込み穴およ
び平らな窪み穴（６）を機械加工することの少なくとも一つを含むことを特徴とする、請
求項1～24のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　前記仕上げ段階後に、前記鍛造車軸の少なくとも一部に適用される焼き入れおよび焼き
戻しの熱処理段階を含むことを特徴とする、請求項1～25のいずれかに記載の方法。
【請求項２７】
　前記仕上げ段階後に、前記鍛造車軸上の表面欠陥を検出するための非破壊検査段階を含
むことを特徴とする、請求項1～26のいずれかに記載の方法。
　
【請求項２８】
　鉄道車両用の継目無鋼管から製造される中空管車軸であって、請求項1～27のいずれか
の方法により製造され、０．２２～０．４２質量％の炭素、１．１０～１．７０質量％の
マンガンから構成される合金鋼材料を含み、該完成車軸が、最小耐力５２０ＭＰａ、最小
引張強度７５０ＭＰａおよび最小伸び率１６％の特性を有することを特徴とする、車軸。
【請求項２９】
　前記合金材料が以下の元素：０．０２０質量％以下の硫黄、０．０２０質量％以下のリ
ン、０．１０～０．４５質量％のアルミニウム、０．１０～０．３５質量％のケイ素、０
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．１０～０．３０質量％のモリブデン、０．０１０～０．０５０質量％のニオブ、および
０．０５～０．２７質量％のバナジウムの少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求
項28に記載の車軸。
【請求項３０】
　前記合金材料が０．２２～０．３２質量％の炭素および１．１０～１．４０質量％のマ
ンガンを含むことを特徴とする、請求項28または29に記載の車軸。
【請求項３１】
　前記合金材料が０．３２～０．４２質量％の炭素および１．４０～１．７０質量％のマ
ンガンを含むことを特徴とする、請求項28または29に記載の車軸。
【請求項３２】
　前記合金材料が０．０１０質量％以下のリンを含むことを特徴とする、請求項28～31の
いずれかに記載の車軸。
【請求項３３】
　前記合金材料が０．０１０質量％以下の硫黄を含むことを特徴とする、請求項28～32の
いずれかに記載の車軸。
【請求項３４】
　最小の疲労限度１２０ＭＰａを示すことを特徴とする、請求項28～33のいずれかに記載
の車軸。
【請求項３５】
　最小の疲労限度１７０ＭＰａを示すことを特徴とする、請求項28～33のいずれかに記載
の車軸。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、質量を減じるために継目無管から鍛造されると共に、それらの化学組成およ
び製造方法が高い機械的強度および疲労強度を保証するように特別に設計される鉄道車両
用の車軸に関する。本発明は、また、この管状車軸を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、燃料の消費および鉄道輸送における汚染物質の排出は、それらの運転コストおよ
び環境上の意味あいのせいで、鉄道部門の大きな関心事である。鉄道車両自重は、これら
のパラメータに影響を及ぼす主要因子の一つである。この態様において、鉄道車両の車軸
が該自重の１０％を担うことができ、重くて大きくなりがちであることは留意されるべき
である。
【０００３】
　その上、輸送システムとしての鉄道使用増加の結果として、現在の傾向は、該鉄道によ
り輸送される積載量および質量が有意に増大していることであり、このことは、結果とし
て、該鉄道車軸上にかかる歪みの増加を引き起こすので、従って、それらが良好な持続性
を有するように、より大きな材料強度およびこれら車軸の設計上の適合を必要とする。
【０００４】
　該鉄道部門における管状車軸の概念を通して該質量を減じるための技術に対する探索は
、既に、１８６４年のＢ．Ｌ．ラ・モト（Ｌａ　Ｍｏｔｈｅ）の米国特許第４４，４３４
号明細書、題名「Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　ｉｎ　Ｃａｒ　Ａｘｌｅｓ」に示されるよう
に、１９世紀以来から存在する。この特許は、機械的締めしろによりかみ合わされ、はめ
込まれる異なる径の種々の管からなることが好ましいことを提案している。
【０００５】
　１８８４年の米国特許第２９３，２０１号明細書、表題「Ｃａｒ　Ａｘｌｅ」の著者、
スチュワート、ジョージＷ．（Ｓｔｅｗａｒｔ，Ｇｅｏｒｇｅ　Ｗ．）は、摩擦軸受用の
そのジャーナルが、車輪領域の範囲まで該車軸中に、締めしろにより部分的に導入される
大質量の軸受筒である、均一部分を有する管状車軸の発明をクレームした。
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　１８８６年の米国特許第３５２，６５７号明細書、題名「Ｃａｒ　Ａｘｌｅ」の著者、
ペッカムＥ．（Ｐｅｋｈａｍ　Ｅ．）は、改善点として、後に成形して、当時用いられた
軸受のタイプであった摩擦軸受の座を形成することが可能である、該車軸スピンドルでの
管状内部強化材の適用を指摘する類似の提案に言及している。
【０００７】
　１９３１年に付与された英国特許ＧＢ第３６０，５２１号明細書、題名「Ｉｍｐｒｏｖ
ｅｍｅｎｔｓ　ｉｎ（…）Ｈｏｌｌｏｗ　Ｓｈａｆｔｓ」の著者、エルネスト・クライシ
グ（Ｅｒｎｅｓｔ　Ｋｒｅｉｓｓｉｇ）は、特別には該車軸またはその製造に言及してい
ないが、しかし、前もって中空軸内部での引張応力を受け、その状態下に保持されて、次
に、それらを通常の運転条件下での車軸曲げからもたらされる該引張応力を比例的に補償
する圧縮応力にさらす棒鋼（または管）に言及している。
【０００８】
　１９３３年、米国特許第１，９０２，９１０号明細書、題名「Ａｎｔｉ－ｆｒｉｃｔｉ
ｏｎ　Ｗｈｅｅｌ　ａｎｄ　Ａｘｌｅ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」の著者、オエルカー
ズ、アルフレッドＨ．（Ｏｅｌｋｅｒｓ，Ａｌｆｒｅｄ　Ｈ．）は、同心管、大質量スピ
ンドルおよび軸受を組み合わせ、該組合せの一つにおいて、該車軸が静止し、一緒に回転
する車軸および車輪の古典的な状況と違って、該車輪のみが回転することを可能とするこ
とによる車軸および車輪の変形を提案した。
【０００９】
　１９５０年の米国特許第２，５１２，１８６号明細書、題名「Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ａｘｌ
ｅ」の著者、アーシェル、Ｂ．Ｈ．（Ｕｒｓｈｅｌ，Ｂ．Ｈ．）は、管組成物の提案に言
及し、その機能が該車軸から環境への熱伝達であるであろう液体により満たされる該車軸
および内部管により形成される環状チャンバを有する車軸のような、他の変形について述
べている。
【００１０】
　１９５６年に付与された米国特許第２，７４７，９１８号明細書、題名「Ｒａｉｌｒｏ
ａｄ　Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ａｘｌｅｓ」の著者、ブラックウッド、Ｗ．（Ｂｌａｃｋｗｏｏ
ｄ，Ｗ．）は、その空間がゴムのような弾力性材料の単位体で満たされるであろう管状車
軸内の従来型の大質量車軸の組合せを提案した。この場合に、目的は衝撃を和らげ、荷重
を均一に分配し、その結果疲労問題を防止することであった。　
【００１１】
　１９５８年に付与されたスイス特許ＣＨ第３７６，９５５号明細書、題名「Ｐｒｏｃｅ
ｃｄｅ　ｐｏｕｒ　ｌａ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｄ’ｅｓｓｉｅｕｘ　ｄｅ　ｍａｔ
ｅｒｉｅｌ　ｒｏｕｌａｎｔ」の著者、アドリアンネ、Ｊ．Ｌ．Ｃ（Ａｄｒｉａｎｎｅ，
Ｊ．Ｌ．Ｃ）は、管状車軸のより多くの変形を提案し、端部の望ましいプロフィールを有
する３段階シリンダのために該端部を熱間圧延する方法を指摘している。
【００１２】
　鉄道車軸を製造するために用いられる材料に関して、例えば、ブラジルおよび北米のも
のとしての一部の製造業者は、アメリカ鉄道協会（ＡＡＲ）の技術規則の基準に従おうと
試みている。該ＡＡＲの規則により、鉄道車軸の組成は下の表１に示す以下の基準に合致
することが好ましい。



(6) JP 5497655 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

【表１】

【００１３】
　該鉄道車軸技術に関する新しい開発はそれ以来続いており、該管状概念は、現在、高速
客車、機関車および貨物車両に関して用いられている。
【００１４】
　現在、鉄道車軸に関する先行技術は、一方では、該ＡＡＲ技術規則に合致する合金を用
いる大質量車軸の使用を含み、これらの車軸は梁に変形される棒鋼から製造されると共に
、これらの機械的特性もまた該ＡＡＲ技術規則に合致する。
【００１５】
　他方、鉄道車軸に関する先行技術は、また、該管状車軸の使用を含む。これらの車軸は
機械加工により穿孔される鍛造棒鋼から製造される。これらの管状車軸は大質量車軸のそ
れらよりも２０％低い質量を有するが、しかし、該製造方法はかなりな原料浪費を伴うと
共に、少しの質量減の代わりに高い運転コストを有する。　
【００１６】
　また、鍛造により製造される継目無管からなる先行技術からの管状鉄道車軸が存在する
。これらの車軸は大質量のものよりも約４０％低い質量を有する。
【００１７】
　特許文書ＥＰ第０４４７８３Ａ１号明細書には、管またはなお大質量片から製造される
ものであることが可能である鉄道用の鍛造車軸を製造する方法が開示されている。この方
法において、該製作品は加熱され、次に、密閉マトリクスによりそのスピンドルを成形す
る段階と共に中間部を据え込み加工する段階を同時に受ける。この文書には、該管状車軸
の疲労、硬さおよび強度特性を改善することを探求する熱処理が開示されていないし、ま
た、それにはこれらの同じ特性を達成するためのこの車軸の特定の組成も開示されていな
い。
【００１８】
　特許文書ＥＰ第００５２３０８号明細書には、熱間鍛造された後に焼き入れを受ける高
負荷鍛鋼製作品が開示されている。この製作品は、０．０５～０．２５質量％の炭素、お
よび１．０～２．０質量％のマンガン含量を有する。この文書はこの方法またはこの製作
品の鉄道用管状車軸への適用を予見していないし、それは、この製作品を継目無管に変え
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るために必要な種々の加工段階を特定しないか、または開示してもいない。また、この文
書においては、この製作品が示すことが好ましい耐力、引張強度、伸びおよび疲労強度な
どの物理的特性値の範囲が予想できていない。
【００１９】
　特許文書米国特許第４，８９５，７００号明細書には、大質量で、０．４０～０．４８
質量％の炭素、１．３５～１．６１質量％のマンガン、０．１６～０．３０質量％のケイ
素、０～０．２３質量％のクロム含量を示す鉄道車両用の車軸が予見されている。この組
成は、５．３３ｃｍ～６．６ｃｍ径範囲にある車軸を形成するために適合されると共に、
約１４．７～１９．６トンを担う。従って、該車軸の適用およびその一段と縮小した寸法
は、本発明のそれらとは異なり、その上、それは管状構造を持たない。
【００２０】
　大質量車軸は、多くの場合、それらが受ける負荷を担うために必要なものよりも大きな
強度を示す。これは、これらの車軸が防止することができるであろう該車軸を製造する上
での材料の消費を引き起こす、必要以上の質量を有することができることを意味する。
【００２１】
　他方、該管状概念は、主として有孔棒鋼車軸よりも小さな厚さを有する継目無管の場合
において、結果として、同じ負荷条件下で、他の車軸（大質量または有孔棒鋼）の場合に
おけるよりも、該車軸の一部の部分がより大きな応力を受けたままであり、他の部分がよ
り大きな歪みを受けたままであることを意味する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明の第１の目的は、それがその上にかけられる高い応力を担うことができる、疲労
強度および改善された耐力および引張強度の特性を同時に有する、より低い質量を有する
管状車軸を提供することである。
【００２３】
　本発明の別の目的は、この車軸を作製するために用いられる材料の節減をもたらすと共
に低製造コストを有する、管状車軸およびそれを作製するための方法を提供することであ
る。
【００２４】
　本発明のさらなる目的は、現代のコンピュータ支援、製造方法論および検査技術によっ
て製造される該車軸の改善された品質管理を有する、管状車軸製造のための方法を提供す
ることに存する。
【００２５】
　該車軸が各種の目的および各種の用途に適することを保証するために、工程および所定
の車軸特性に対する統計的な管理を可能とする管状車軸を製造するための方法を提供する
ことは、本発明のさらなる目的である。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の目的は、０．２２～０．４２質量％の炭素、１．１０～１．７０質量％のマン
ガンを含む合金鋼からの材料により構成される鉄道車両用の継目無鋼管から鍛造される車
軸によって達成され、該完成車軸は、最小耐力５２０ＭＰａ、最小引張強度７５０ＭＰａ
および最小伸び率１６％の特性を有する。
【００２７】
　該合金材料は以下の元素含量の少なくとも一つを含むことが可能である：０．０２０質
量％以下の硫黄、０．０２０質量％以下のリン、０．１０～０．４５質量％のアルミニウ
ム、０．１０～０．３５質量％のケイ素、０．１０～０．３０質量％のモリブデン、０．
０１０～０．０５０質量％のニオブ、および０．０５～０．２７質量％のバナジウム。
【００２８】
　あるいは、該合金材料は、０．２２～０．３２質量％の炭素および１．０１～１．４０
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質量％のマンガン、またはなお０．３２～０．４２質量％の炭素および１．４０～１．７
０質量％のマンガンを含む。
【００２９】
　該合金材料は、あるいは、０．０１０質量％以下のリンおよび０．０１０質量％以下の
硫黄を含む。
【００３０】
　曲げ負荷を受けながら回転することにより試験される車軸試料は、１２０ＭＰａ、好ま
しくは１７０ＭＰａの疲労限度を示さなければならない。
【００３１】
　本発明の目的は、また、鉄道車両用の継目無鋼管からの鍛造車軸を製造するための方法
によって達成され、これは以下の段階を含む：
　－合金材料を融解し、合金鋼を生成し、
　－該溶融材料を鋳造し、鋳塊化製品を形成し、
　－穿孔のため再熱炉中で該鋳塊化製品を再加熱し、
　－該鋳塊化製品を穿孔し、
　－該穿孔化製品を延伸し、中空素管を形成し、
　－該中空素管を仕上げ加工し、それらを継目無管に変形させ、
　－該継目無管を鍛造し、それらを鉄道車両用の継目無管から鍛造される車軸に変形させ
ること。
【００３２】
　本方法は、さらに、該融解段階後、該合金の化学組成の調整をなす第２精錬段階、およ
びカルシウム－ケイ素による冶金処理、ならびに該第２精錬段階後の真空脱気段階を含む
ことが可能である。
【００３３】
　該鋳造段階は電磁攪拌下で行うことが可能である。該鋳造段階後、該鋳塊化製品は、１
～４８時間の間にわたり８８０℃～１３００℃の温度で補助再加熱段階を受けることが可
能である。該補助再加熱段階後、本方法は、さらに、圧延段階を含むことが可能である。
【００３４】
　穿孔用の該再加熱段階は、好ましくは、１０００℃～１３００℃間の温度で再熱炉中に
おいて行われる。
【００３５】
　あるいは、本方法は中空素管仕上げ加工段階前に８２０℃～９８０℃間の中空素管再加
熱段階を有し、該中空素管仕上げ加工後、まだ継目無管の形態にある該車軸管片は冷却床
にさらされる。
【００３６】
　好ましくは、該鍛造段階前に、該継目無管は焼きならされ、そこで該継目無管は少なく
とも１０分間の均熱時間にわたり８８０℃～９５０℃間の温度に保持され、次に、該継目
無管は空気冷却にさらされる。
【００３７】
　あるいは、該鍛造段階前に、該継目無管は焼き入れされ、そこで該車軸管片の急速冷却
は水および油から選択される媒体により行われる。該継目無管は、さらに、再熱炉中で焼
き戻され、そこでそれらは少なくとも１０分間の均熱時間にわたり４００℃～７００℃間
の温度に保持され、次に、該車軸管片は空気冷却にさらされる。
【００３８】
　あるいは、該鍛造段階前に、該継目無管は熱間歪み矯正され、続いて冷却床に送られる
。本方法は、また、鍛造段階前に、寸法および表面不連続点、および／または該継目無管
の全体内面にわたる機械加工を含む仕上げ段階の非破壊試験により該管を検査する段階を
含むことが可能である。機械加工の後、該継目無管の内面の研磨、またはなお該継目無管
の内面の艶出しさえ行うことが可能である。
【００３９】
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　好ましくは、該鍛造段階前に、該厚さが増大し、次に、縦の圧縮力が少なくとも一つの
据え込み工具の前進を通して該軸方向にかけられ、それによって据え込み加工された継目
無管が得られる領域において、該継目無管が８００℃～１３００℃間に加熱される据え込
み加工操作を行う。
【００４０】
　該鍛造段階は熱間製であり、コンピュータ化数値制御により統御されるか、または、軸
方向および半径方向に管端を圧縮し、それを鍛造車軸に変形する少なくとも一つのマトリ
クスによる、室温～８００℃の温度範囲での冷間および温間鍛造、または８００℃～１３
００℃間の温度での熱間鍛造により行われる、半径方向に振動する少なくとも二つの可変
コースマトリクス、補助据え込み工具、および該継目無管の並進および回転のためのハン
ドラーによって、８００℃～１３００℃の範囲にある温度で行うことが可能である。該鍛
造が熱間のものであれば、本方法は、さらに、該冷却が、以下の媒体：空気、強制空気、
水および油から選択される媒体中で行われる該鍛造後の冷却段階を含む。
【００４１】
　本方法は、さらに、少なくとも１０分間の均熱時間にわたり８８０℃～９５０℃間の温
度で再加熱するための加熱炉、および空気中での冷却を用いて、該車軸の少なくとも一部
を焼きならしする段階、および／または、オーステナイト化のため、少なくとも１０分間
の均熱時間にわたり８８０℃～９５０℃間の温度まで再加熱するための加熱炉、および焼
き入れのため水による急速冷却を用いる、該車軸管の少なくとも一部を焼き入れする段階
、および／または、少なくとも１０分間の均熱時間にわたり４００℃～７００℃間の温度
まで再加熱するための加熱炉および空気冷却を用いて、該車軸管の少なくとも一部を焼き
戻しする段階を含むことが可能である。
【００４２】
　あるいは、該仕上げ加工段階は、以下の段階の少なくとも一つを含む：該管の内面をシ
ョットピーニングすること、該管を歪み矯正すること、該管の両端での検査穴の内側機械
加工、該管の検査穴の内径の縁での面取り部を機械加工すること、および各端部での少な
くとも二つのネジ込み穴および平らな窪みを機械加工すること。該仕上げ加工段階後、焼
き入れおよび焼き戻しの熱処理段階は、該鍛造車軸の少なくとも一部に適用することが可
能であり、該車軸管片の表面欠陥を検査する最終段階が行われる。
【００４３】
　最後に、本発明の目的は、また、本明細書において記載される該組成および特性を有す
る車軸によって達成されると共に、それは本明細書において記載されるタイプの方法によ
り製造される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
　より良い理解のため、本発明の特徴および利点は、本発明の一部の好ましい構造を説明
するそれらそれぞれの図面と併せて提供され、記載される。
【００４５】
【図１】本発明による該管状鉄道車軸の好ましい実施形態の正面図を示す。
【図２】本発明による該管状鉄道車軸の好ましい実施形態の断面正面図を示す。
【図３】本発明による該管状鉄道車軸端部の詳細の断面正面図を示す。
【図４】該管状鉄道車軸の左側面図である。
【図５】該継目無管、および軸方向に動く据え込み加工用工具の断面正面図である。
【図６】端部の厚さが増大した、据え込み加工操作後の継目無管の断面正面図である。
【図７】据え込み加工操作後、半径方向に振動し、可変コースおよび補助軸方向据え込み
加工工具を有する二つの開放マトリクスにより並進および回転を受ける継目無管の断面図
を示す。
【図８】据え込み加工操作後、該管端部の一つを軸方向および半径方向に圧縮し、その径
を縮小するマトリクスを有する該継目無管の断面正面図を示す。
【図９】開放マトリクスを振動させることによるか、または半開軸方向および半径方向圧
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縮マトリクスによるかのいずれかによる一端部での鍛造操作後の継目無管の断面正面図を
示す。
【図１０】開放マトリクスを振動させることによるか、または半開軸方向および半径方向
圧縮マトリクスによるかのいずれかによる両端部での鍛造操作後の継目無管の断面正面図
を示す。
【図１１】本発明による管状鉄道車軸の製造工程のフローチャートを示し、好ましい実施
形態はグレーで強調表示される。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　図１および２は、本発明による鉄道車両用の継目無管から鍛造される該車軸の好ましい
実施形態を示し、図１１のフローチャートはこの車軸製造の好ましい工程を示す。該管状
車軸の主要部分は、ジャーナルまたは軸受座１、塵除け２、輪座３および本体４である。
図２はそれぞれの部分の壁厚は変わることが可能であることを示す。
【００４７】
　本発明による該管状鉄道車軸の端部は図３に強調して示される。該車軸は、好ましくは
、角度８を有する円錐先端間の支持のための軸受カバーおよび面取り部７を固定するため
に、各端部で３個のネジ込み穴５および窪み６を有する。該端部の内面９は、該ジャーナ
ル１、該塵除け２の、および一部のケースにおいて該輪座３の一部の検査のための超音波
検査プローブを連結するために用いることができる。該内面１０は、該輪座３および該本
体４の検査のための超音波検査プローブを連結するために用いることができる。　
【００４８】
　該管状鉄道車軸の左側面図が表される図４において、円錐先端間の支持のための３個の
ネジ込み穴５、該窪み６、および面取り部７が示される。
【００４９】
　本発明による継目無管から鍛造される該車軸は、該車軸がより大きな負荷を受ける箇所
でのみより大きな頑健性および疲労強度を提供するように、種々の厚さを有して、すなわ
ち、その長さに沿って材料の種々の区分を有して該図面中に示すように成形される。この
形状は既に先行技術から公知である。
【００５０】
　しかし、本発明による継目無管から鍛造される該車軸は、それが、本発明によるこれら
の車軸を作製する本方法によってなお増強される優れた機械的特性を有する材料を含むの
で、先行技術から公知の同じ形状の車軸のそれに対して優れた性能を有する。本発明によ
る継目無管から鍛造される該車軸の組成ならびにその製造方法は、該材料の特性を適切に
特定して該車軸が受ける負荷の変動を補償することを可能とする。
【００５１】
　該材料の該用途への適応のためのこの開発において考慮される化学的、機械的および冶
金学的特性は、化学組成、機械的強度（耐力、引張強度、疲労限度、伸び、硬度）および
微構造（相および構成物質、粒度）である。これらの特性の大半は、熱間圧延継目無鋼管
を製造する工程、熱間鍛造および熱処理工程の特定の性質と相互に関係し、関連する。
【００５２】
　前述の事項に基づき、０．２２～０．４２質量％の炭素および１．１０～１．７０質量
％のマンガンを含む継目無管車軸を構成する合金鋼用の化学組成が開発されてきて、該合
金材料は最小耐力５２０ＭＰａ、最小引張強度７５０ＭＰａ、および最小伸び率１６％を
有する。
【００５３】
　該組成は、さらに、低含量のモリブデン、アルミニウム、ニオブ、バナジウムおよび他
の金属を含むことが可能である。例えば、該合金は、０．１０～０．４５質量％のアルミ
ニウム、および／または０．１０～０．３５質量％のケイ素、および／または０．１０～
０．３０質量％のモリブデン、および／または０．０１０～０．０５０質量％のニオブ、
および／または０．０５～０．２７質量％のバナジウムを含むことが可能である。
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【００５４】
　本発明の代替実施形態において、該合金は０．０２０質量％以下の硫黄、および／また
は０．０２０質量％以下のリン、またはなお好ましくは０．０１０質量％以下のリン、お
よび／または０．０１０質量％以下の硫黄を含む。
【００５５】
　本発明の別の代替実施形態により、該管状車軸の該合金は、０．２２～０．３２質量％
の炭素、および１．１０～１．４０質量％のマンガンを含むと共に、それは、さらに、０
．０２０質量％以下のリン、および／または０．０２０質量％以下の硫黄、および／また
は０．１０～０．３５質量％のケイ素、および／または０．０１０～０．３０質量％のモ
リブデン、および／または０．１０～０．４５質量％のアルミニウム、および／または０
．０１０～０．０５０質量％のニオブ、および／または０．０５～０．２７質量％のバナ
ジウムを含むことが可能である。
【００５６】
　本発明の別の実施形態により、該管状車軸の該合金材料は、０．３２～０．４２質量％
の炭素、および１．４０～１．７０質量％のマンガンを含むと共に、それは、さらに、０
．０２０質量％以下のリン、および／または０．０２０質量％以下の硫黄、および／また
　は０．１０～０．３５質量％のケイ素、および／または０．１０～０．３０質量％のモ
リブデン、および／または０．１０～０．４５質量％のアルミニウム、および／または０
．０１０～０．０５０質量％のニオブ、および／または０．０５～０．２７質量％のバナ
ジウムを含むことが可能である。
【００５７】
　該合金鋼の原料は、好ましくは銑鉄、屑鉄、またはなお銑鉄および屑鉄のあらゆる比率
の混合物である。
【００５８】
　以下の表２は本発明の一つの実施形態による該製品の化学組成中に含有される化学元素
の範囲を記載する。
【表２】

【００５９】
　この化学組成を設計する上で、各元素を以下に記載される基準に従って慎重に調整した
。
【００６０】
　固溶体中の置換元素であるマンガンは、それが添加されるにつれての強度増を提供する
。
【００６１】
　炭素および窒素のような間質元素は、固溶体中のマンガン含量を最大化する目的のため
減ずることが好ましく、この結果として機械的強度を改善する。この意味において、その
主要機能が脱酸であるがしかしまた強度に寄与するアルミニウム、ニオブおよびモリブデ
ンのような元素は、該マトリクスから該間質元素を除去することに寄与し、炭化マンガン
の生成を最小化する。しかし、該炭素含量は、該他元素と共にその用途に対して必要な強
度を保証し、且つ、マンガンが、他方ではアルミニウムにより部分的に補償されるマルテ
ンサイト形成温度をまた低くするので、焼入性を害しないようにするために、極めて低く
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あることは好ましくない。
【００６２】
　硫黄およびリンなどの元素は、それらが微小封入体と結び付き、微小分離物、該材料の
疲労強度を減じる因子に結び付くので、できるだけ低くあることが好ましい。ケイ素およ
び既述の他の元素（Ｃ、Ｍｏ、Ｎｂ）のような他の元素は、固溶体、炭化物沈殿、および
粒径精製のような種々の硬化機構によって機械的強度を増大するように寄与する。
【００６３】
　以下の表３は、鉄道車軸およびそれらそれぞれの熱処理用のＡＡＲ基準（“ＡＡＲ　Ｍ
ａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ａｎｄ　Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　Ｐｒａｃｔ
ｉｃｅｓ－Ｗｈｅｅｌｓ　ａｎｄ　Ａｘｌｅｓ－Ａｘｌｅｓ，Ｃａｒｂｏｎ　Ｓｔｅｅｌ
，Ｈｅａｔ－Ｔｒｅａｔｅｄ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍ－１０１－Ｒｅｖｉｓｉ
ｏｎ　２００４”）による機械的特性および粒径の仕様、ならびに本発明の一つの実施形
態の機械的特性および粒径の結果を比較して示す。
【００６４】

【表３】

【００６５】
　材料の疲労限度は、該材料用の応力（Ｓ）×寿命（Ｎ－破断繰り返し数）曲線を確立す
るために多くの試料が破断に至るまで試験される、室温での回転曲げラボ試験により評価
することができる。試料は曲げ荷重を受けながら回転することにより試験される。これは
、実際のスケールの車軸上で存在するのと同じやり方で交互曲げ応力を生じる結果となる
。該曲げ荷重が一定ならば、結果として、最小対最大応力の比率（Ｒ）は常に１である。
繰り返し数が増大するにつれても、それ未満ではいかなる破断をも観察できない、該材料
の応力－寿命（Ｓ－Ｎ）曲線上の最小応力が存在することは想定される。この応力が該材
料の疲労限度と定義される。本発明の一つの実施形態による、曲げ荷重を受けながら回転
することにより試験される車軸試料は、１２０ＭＰａの疲労限度を示す。本発明の別の実
施形態において、１７０ＭＰａの疲労限度を得ることができた。
【００６６】
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　これら化学元素のそれぞれが該合金鋼材料に付与する各種物理的特性の観点から、それ
が用いられる特定用途に応じて決まる、該管状車軸が有することが好ましい特性の関数と
してこの材料の化学組成を調整することができる。本発明の方法のいくつかの段階が、コ
ンピュータの支援により、数値的におよび電子的に制御されるので、望ましい化学組成を
有する車軸を得るようにこの方法を構成することは可能である。
【００６７】
　図１１に示すフローチャートの助けにより、以後、このようにして得られる車軸それ自
体と共に、本発明の目的である該車軸を製造する本方法の好ましい選択的な実施形態の主
要段階を示す。
【００６８】
　初めに、該合金の原料が溶解され、合金鋼溶融材料を生成する。この製品中に用いられ
る該合金の融解は、ＬＤ転炉またはアーク炉（ＥＡＦ）を用い、原料として、銑鉄、屑鉄
、またはあらゆる比率での銑鉄と屑鉄の混合物を用いることにより行うことができる。該
ＬＤ転炉は、該処理全体を通してアルゴンおよび／または窒素の使用を可能とする液中吹
き込み装置を備えることが好ましい。なるべくなら、この段階は、全体として、それら自
身の展開から誘導される静的および動的モデルを通してコンピュータにより制御される。
吹き込み中の温度の自動測定および該合金添加の計算はこのシステムの一部をなす。この
機械的な作業は、該製品への必要な低いリンおよび硫黄含量を保証する。
【００６９】
　次に、該鋼鉄は第２精錬を受けることが可能であり、化学組成の調整、ならびにカルシ
ウム－ケイ素による冶金処理がなされる。この第２精錬は、好ましくはレードル炉中で行
われる。合金の添加、カルシウム－ケイ素による処理、アルゴン泡立て、および試料の収
集は、この装置内で、なるべくなら全面自動化手法でなされることが好ましい。この処理
を通して、該製品品質に合致することを狙いとする狭い組成範囲中にある鋼鉄の製造が保
証される。不活性ガス泡立ておよび合成スラグ使用の結果として、該硫黄含量は非常に低
いレベルを達成することが可能である。レードル炉中の第２精錬は、また、ミクロな清浄
度を改善する、すなわち、より小さな数および寸法の封入体は、該合金元素のより良い分
布と該液体鋼鉄温度のより良い調整を可能とする。
【００７０】
　レードル炉中の第２精錬後、該材料は酸素、窒素、および水素のようなガスの含量を最
小化する目的のため真空下で脱気することができる。この装置において、０．２ｋＰａ（
２ｍバール）の圧力まで到達することが可能であり、その上、極端な真空下でさえもアル
ゴン噴射を可能とする。それによって、非常に低い水素および酸素レベルを容易に達成す
ることができる。
【００７１】
　本方法は、さらに、該溶融材料を鋳造する段階を含み、鋳塊製品を生成する。鋳造は連
続型かまたは従来型のいずれかであることが可能である。
【００７２】
　連続鋳造が行われる場合、該鋼鉄は、好ましくは電磁攪拌下で発効する連続鋳造機に導
かれる。本発明の好ましい実施形態において、この機械は、該材料の疲労強度にも寄与す
る、元素の分離および中央部気孔率に関して該鋳塊材料のより良い品質を提供する二重電
磁攪拌コイルを備える。
【００７３】
　鋳造が従来型のやり方で行われる場合、該材料を穿孔、次の製造段階に投入する前に、
該鋳塊を円形プロフィールの鋳塊棒鋼に変形させることは必要であることが可能である。
【００７４】
　連続型または従来型の鋳造後に生成される棒鋼の形態で鋳塊される製品は、好ましくは
、１時間～４８時間の時間帯にわたり８８０℃～１３００℃間の温度で補助再加熱段階に
投入される。
【００７５】
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　連続型または従来型の鋳造により鋳塊された該棒鋼は、また、ビレット穿孔工場で用い
られる前に、適切な長さのビレットに切断される。
【００７６】
　この補助再加熱後、丸めたプロフィールをまだ得ていない該棒鋼またはビレットは、圧
延段階を通して丸めたプロフィールの棒鋼を形成することが可能である。
【００７７】
　該ビレットを穿孔する段階の前に、鋳塊された製品、および場合によっては、また圧延
された製品は、該製品が好ましくは適切な再熱炉中で１０００～１３００℃間の温度に加
熱される穿孔のための再加熱段階に投入される。
【００７８】
　次に、該穿孔は、穿孔用プレスおよび穿孔機からなる穿孔プレスまたはプロセスまたは
装置を通して、傾斜ロールを備えた熱間ビレット穿孔機を用いることにより行うことが可
能である。
【００７９】
　この穿孔段階後、ピルジャー（Ｐｉｌｇｅｒ）型ミルを通して、またはマンドレルズ（
Ｍａｎｄｒｅｌｓ）（プラグミル（Ｐｌｕｇ　Ｍｉｌｌ））ミル、またはＭＰＭ型ミル、
またはＰＱＦ型ミル、またはアッセル（Ａｓｓｅｌ）型ミルにより、または押出成形プレ
スを通して行うことが可能である該穿孔ビレットの延伸が行われる。あるいは、鍛冶工場
、または市販されているあらゆる他の適するタイプの装置を用いて、穿孔ビレットの延伸
を行い、それを中空素管に変形することができる。
【００８０】
　延伸後、該産業設備の設計に応じて、８８０～９８０℃間の温度で該中空素管を再加熱
する段階は、それらを継目無管に変形する、中空素管を仕上げ加工する段階の前に必要で
あることが可能である。
【００８１】
　この中空素管仕上げ加工段階は、仕上げ加工圧延機タイプの装置、例えば、サイジング
・ミル（Ｓｉｚｉｎｇ　Ｍｉｌｌ）タイプの熱間検定用圧延機、絞り圧延機（Ｒｅｄｕｃ
ｉｎｇ　Ｍｉｌｌ）タイプの熱間絞りローラー、または伸縮絞り圧延機、またはリーラー
（Ｒｅｅｌｅｒ）タイプ圧延機の平滑化ローラー、（後者は穿孔したビレットの延伸を図
るためにマンドレル（Ｍａｎｄｒｅｌ）タイプ圧延機を用いた場合）を用いることにより
行うことが可能である。熱間圧延の延伸段階後、該継目無管は、好ましくは室温での中間
冷却を受ける。
【００８２】
　本発明の好ましい実施形態において、該ビレットは自動圧延（プラグミル（Ｐｌｕｇ　
Ｍｉｌｌ））を介して外径１６８．３および３６５．１ｍｍ（６～１４インチ）を有する
管に圧延される。
【００８３】
　本発明の好ましい実施形態において、自動薄板化で該ビレットは１１００～１３００℃
間、またはなお１０００～１２００℃間の温度で、移動ビーム炉中で再加熱される。次に
、該ビレットは、それが傾斜ロール圧延機上で穿孔される熱間圧延の段階に入る。穿孔後
、該穿孔ビレットは次いで中空素管と呼ばれ、これは、シリンダ開口部、ガイド開口部、
およびマンドレル位置を制御することにより、該最終製品用に指定されたものに非常に近
くある壁厚の場合に、熱間圧延を通して、好ましくはマンドレルを有する圧延機（プラグ
ミル）によって延伸段階に移送される。
【００８４】
　次に、この工程から生じる該中空素管は、好ましくは、外径の膨張により該継目無管の
内側および外側の円滑化を遂行する平滑化仕上げ加工圧延機（リーラーミル）により行わ
れる再度の熱間圧延を受ける。
【００８５】
　該中空素管は中間冷却に導かれ、再加熱され、仕上げ加工圧延機上で最終圧延を受ける
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。
【００８６】
　該継目無管を製造する工程の最後で、それらは冷却床に導かれ、鍛造用に必要とされる
原料の状態によって、各種やり方、圧延、焼きならしまたは焼き入れおよび焼き戻し、ま
たはなおそれらの組合せに従うことができる。
【００８７】
　該継目無管は、それらがなお後に鍛造されようとする圧延化状態にある場合に、好まし
くは、３対のローラーを有する回転歪み矯正機上での熱間歪み矯正に従い、次に、冷却床
に入る。続く鍛造は冷間、暖間、または熱間で行うことが可能である。
【００８８】
　該焼きならしコースに従う該継目無管は、それらの完全な変形まで冷却のため床中に留
まり、その後、好ましくは、少なくとも１０分間の均熱時間にわたり８８０～９５０℃の
範囲にある温度まで移動ビーム炉中で再加熱される。次に、該車軸の管片は空気冷却を受
ける。
【００８９】
　該焼き入れコースに従う該継目無管は、少なくとも１０分間の均熱時間にわたり８８０
～９５０℃の範囲にある温度まで再加熱される。次に、該車軸の管片は水または油冷却を
受ける。
【００９０】
　該焼き入れコースに従う、既に圧延された継目無管、または焼きならしされたまたは焼
き入れされた管は、好ましくは水または油による急速冷却を受ける。
【００９１】
　該焼き戻しコースに従う該継目無管は、それらが、少なくとも１０分間の均熱時間にわ
たり４００～７００℃間の温度で保持される再熱炉中で加熱され、次に、それらは空気冷
却を受ける。
【００９２】
　該熱処理に続き、鍛造の前に、該管は例えば回転歪み矯正機上で熱間歪み矯正にかけら
れる。
【００９３】
　冷却および歪み矯正後、中空素管または継目無管は寸法および不連続点に関する非破壊
検査試験に送られる。各管片は測定され、結果は壁厚、外径、および長さに関して報告さ
れる。外側および内側、縦、横、およびできれば斜めの不連続点も、また分析される。許
容値から外れる偏差を示す管片は、自動的に偏差指示を有するセグメントの分離の印を付
けられる。非破壊検査試験は、固定角超音波ビームによる超音波によって、またはなお可
変角超音波ビームによる超音波によって、または渦電流によって、またはなお磁気粒子に
よってなされることが可能である。
【００９４】
　次の段階の目に見える検査および寸法検査において、許容限度を超える不連続点または
偏差を示す管片は、それぞれの偏差でのセグメントの分離の印を付けられる。次に、該管
片はサブマルチプル（submultiples）を得るため、および既に分離の印を付けられたセグ
メントの除去のために引き切られる。追跡システムは、該ビレットの再加熱とそのサブマ
ルチプルへの最終切断間のコース全体を通して該製品品質を保証するために必要な種々の
運転パラメータを管理し記録する。
【００９５】
　所定の用途に合致するための該車軸の設計仕様に応じて、該継目無管を製造する工程中
に発生する可能な幾何学的不完全部を除去し、内部の皺を改善するために、鍛造の前に中
空素管上の最終仕上げ加工を行うことも、また、必要であることが可能である。この最終
仕上げ加工は、好ましくは、鍛造により該端部の縮小の前に、該管の内面の一部または全
体を機械加工するか、および／または該管の内面の研磨か、および／または適切な装置に
より該管の内面を艶出しするかにより行われる。これらの段階は、分離して、またはこれ
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らの仕上げ加工段階のあらゆる組合せにより、またはなおこれらの段階のすべてを同じ管
上で連続して行うことが可能である。
【００９６】
　熱間圧延で製造され、熱処理されるかまたはされない、内面仕上げ加工されるかまたは
されない該継目無管または中空素管は、次に、鍛造に導かれる。本発明の好ましい実施形
態において、図７に示すように、該鍛造段階は熱間製であり、コンピュータ支援数値制御
により統御することが可能である、半径方向に振動し可変コースを有する２以上の開放マ
トリクス１４、補助軸方向据え込み工具１５、および該継目無管の並進および回転用のハ
ンドラー（示していない）によって、８００℃～１３００℃範囲の温度で行うことが可能
である。このようにして、図１０に示すように両端を鍛造した、または図９に示すように
一端だけを鍛造した生の鍛造管１７が得られる。
【００９７】
　あるいは、および図８に従って、鍛造は、管端部の少なくとも一つを軸方向および半径
方向に圧縮し、その径を縮小し、それを図９および１０に示すような生の鍛造車軸に変形
させる、１以上の半開マトリクス１６により行われる。この段階の間、該車軸は、好まし
くは、例えば、鉤爪のような支持材により吊るされたままである。この支持材は該管状車
軸を成形するようには作用せず、それを保持するためだけに役立つが、一方で、該マトリ
クスはその端部を圧縮して、該管状車軸に望ましい形状を付与する。この鍛造様式は、よ
り適切と見なされる、冷間、暖間、または熱間で行うことが可能である。該冷間鍛造また
は暖間鍛造は、室温～８００℃間の温度範囲で行われ、該熱間鍛造は８００℃～１３００
℃間の温度で行われる。
【００９８】
　該鍛造法は既述の手段なしでの別のタイプの装置により行うことが可能であるが、しか
し、該表面仕上げおよび寸法許容範囲は該製品に適合していないことが可能である。熱間
鍛造がなされる場合に、鍛造しようとする管片または中空素管の端部の加熱は、好ましく
は、電気誘導加熱を通してなされるが、しかし、それは燃焼炉中でなすことが可能である
。望ましい温度が達成された場合に、該中空素管は、それと共に前進および回転操作を行
うハンドラー上に位置付けられるが、一方で、ハンマーとも呼ばれる開放鍛造マトリクス
１４は、図７に示すように、可変コースにより高周波で半径方向に振動する。これらの運
動の組合せは、図９に示すように、設計上特定される寸法プロフィールに従っての中空素
管端部の形成を可能とする。本方法は各中空素管の反対側の端部にも繰り返され、こうし
て図１０に示すように、継目無管からの生の鍛造車軸を規定する。
【００９９】
　所定の用途に合致するための該車軸の設計仕様に応じて、上述の鍛造操作から生じるも
のに加えて、局部的な厚さ増は必要であることが可能である。この場合において、鍛造の
前に、該厚さを増大させようと望む領域においての、誘導加熱による８００℃～１３００
℃間範囲の温度での該継目無管１１の局部加熱、続いて、図５に示すように、該継目無管
１１上に該据え込み工具の前進を通して圧縮性の縦方向の力をかけることからなる据え込
み操作が行われる。この段階後、図６に示すような据え込みされた管１３が得られる。
【０１００】
　該管状車軸の鍛造が熱間製である場合、次に、鍛造後、該車軸は、なお、空気、強制空
気、水、または油により行うことが可能である冷却段階を受ける。
【０１０１】
　該車軸梁は、該仕様に従っての該微構造および該機械的特性の調整のために、例えば、
鍛造されるか、または熱処理されるかの選別用に必要とされる引渡し状態により異なるや
り方に従うことが可能である。該熱処理は、完全であるか、すなわち、全体梁にわたるか
、または部分的に、特定領域のみ、例えば、鍛造された端部のみに位置付けることが可能
である。後者のケースにおいて、該車軸本体は、該中空素管の機械的特性および微構造を
伴ったままで残る。
【０１０２】
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　鍛造された状態で選別される該梁は、直接機械加工操作に入る。熱処理を受ける該梁は
それぞれの炉に導かれる：局部的な領域における処理（誘導加熱または特にこの目的のた
めに設計された炉）および全体片にわたる処理（誘導加熱、連続またはバッチ炉）。
【０１０３】
　両方のケース（部分または全体）における該処理操作は同じものである。
【０１０４】
　全体車軸またはその一部にわたる焼きならし熱処理において、再オーステナイト化は、
全体の該管状車軸またはその一部のみのいずれかにわたる８８０℃～９５０℃間の温度で
行われる。炉中の時間は壁厚に応じて決まり、全体の横断面がオーステナイト化温度を超
えることを保証するように規定される。好ましくは、該特定温度範囲での均熱時間は少な
くとも１０分である。冷却は加熱区間直後に空気により行われる。
【０１０５】
　焼き戻しは、４００℃～７００℃間の温度範囲で、全体の管状車軸にわたりまたはその
一部上でのみ行われる。炉滞留時間は壁厚に応じて決まり、全体の横断面が該焼き戻し温
度に達したことを保証するように規定される。好ましくは、該特定温度範囲での均熱時間
は少なくとも１０分である。該冷却は加熱区間直後に空気により行われる。
【０１０６】
　局部的な領域におけるまたはそれらの全体長にわたる焼きならしおよび焼き戻し処理を
受ける該梁は、この順番で上述の二つの処理を受けるが、一方で、焼きならしまたは焼き
戻しのいずれかを受けるものは、それぞれの処理の一つのみを受ける。
【０１０７】
　該全体の管状車軸にわたるか、またはその一部のみにわたる焼き入れを受ける該梁は、
鍛造後、初めに、少なくとも１０分の均熱時間にわたり、８８０℃～９５０℃間範囲の温
度で再オーステナイト化熱処理にさらされる。再オーステナイト化後、該熱処理（部分的
または全体のいずれか）にさらされた該車軸領域は湯垢を落とされ、水または油（急冷用
液体）により急冷される。
【０１０８】
　急冷後、該管状車軸は、また、前述のように焼き戻し段階により、均熱時間１０分以上
で、必要強度レベルに従って焼き戻すことが可能である。焼き戻しは、また、焼きならし
後に行うことが可能である。
【０１０９】
　本発明の代替実施形態において、該管状車軸を選別するために、それは、焼きならし、
焼き入れ、および焼き戻し段階のあらゆる組合せにさらすことが可能である。
【０１１０】
　開発された化学組成用、および一般的な冷却速度用の該微構造は、焼き入れされた時を
除いて、フェライト、パーライトおよびことによるとマルテンサイトの微小部分に加えて
主としてベイナイトからなる。
【０１１１】
　焼き入れ、および焼き戻しされた材料に対して、予測される微構造は、主として焼き戻
しされたマルテンサイトからなり、該壁厚に応じて、ベイナイト、フェライト、およびパ
ーライトの微小量を含有することが可能である。
【０１１２】
　熱処理後、該梁は仕上げ加工操作を受ける。所定の用途に合致するための該車軸の設計
仕様に応じて、および代わりに鍛造前に適用可能な各種の内面機械加工仕上げに応じて、
鍛造後、図３に示す該車軸の内面９および１０上へのショットピーニングを行うことが可
能である。可能な熱処理中に形成される酸化物層の除去に加えて、ショットピーニングは
、残留圧縮応力にさらされる冷間硬化材料の薄い表面層を形成する。この層は、割れなど
の表面欠陥の核生成および伝播を抑制し、該車軸の疲労強度に寄与する。
【０１１３】
　仕上げ加工段階として、また、該管状車軸の歪み矯正、該管状車軸の該端部での検査穴
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の内面機械加工、該管状車軸の該検査穴の内径の縁での面取り部７の機械加工、および両
端部での少なくとも二つのネジ込みのおよび平らな窪み穴６の機械加工を行うことが可能
である。本発明により、該車軸の形状、および製造しようと望む該車軸の内面の特徴に応
じて、すべてのこれらの仕上げ加工段階、または、これら段階のあらゆるもののなお連続
的な組合せを行うことが可能である。
【０１１４】
　歪み矯正は、機械加工における材料不足、該外径と内径間の偏心度、および結果として
生じる不釣り合いの問題を防止するために手動または自動装置上で行われる。
【０１１５】
　材料は設計上指定される寸法を得るために全体外面を機械加工することにより除去され
る。
【０１１６】
　鍛造された端部の内面上で、設計上指定される寸法に従って、機械加工により材料が除
去される。この領域はカバーを供給することが可能であり、図１中の、該軸受座のすぐ下
の車軸ジャーナル１の検査用の超音波ヘッドの結合、および該塵除け２の部分に対する遷
移半径を可能とする。該内面による検査は、直接入射（反射なし）、および、多くの場合
、該軸受、その金具に関連する損傷にさらされる、主として該車軸ジャーナル領域中の音
波ビームの短い通路を提供する。これは、通常の方法では検出されないであろう初期段階
での不連続点の検出を容易にする。
【０１１７】
　これらの領域に加えて、該輪座および車軸本体のような該車軸の他の部分は、簡単に該
カバーを除去し、縮小した検査ヘッドおよび適切な結合手段（水、ゲル、レーザーなど）
を有するプローブを導入することにより、内面から検査することができる。
【０１１８】
　通常、各先端部で円周上等距離の３個のネジ込み穴５は、該軸受カバーのネジ、該位置
、および標準化されるこれらの穴の径の固定のために必要とされる。
【０１１９】
　旋盤上のチップ間の該車軸の固定化および集中化を可能とするために、面取り部７が該
端部の内径の縁に作り出され、その全体角度１０は該旋盤支持材のそれと同じである。し
かし、この径がアメリカ鉄道協会（ＡＡＲ）基準におけるような等価大質量車軸用の基準
で普通に設置されるものよりも大きいので、該対応チップの径が該管状車軸の端部の内径
と適合することは必要である。
【０１２０】
　一部のケースにおいて、該車軸端部穴の内径は該面取り部７のネジ込み穴５への妨害を
防止するには十分でないので、任意の平らな窪み６が各ネジ込み穴５の初めに導入されて
いる。これは既存の標準化カバーの適用を保証し、これらの車軸の互換性を確実にする。
【０１２１】
　一部の表面において指定される仕上げは、未加工のまたは機械加工された状態で対処さ
れるが、しかし、応力集中を弱め、不連続点の寸法および頻度を減じ、および該疲労強度
を改善するために、該車軸ジャーナルおよび塵除けの遷移半径などの研磨されることを必
要とする領域が存在する。
【０１２２】
　該車軸のこれらおよび他の領域は、これらの応力が該疲労強度を増大させることに寄与
するので、ルーレッティングまたはショットピーニング効果などの圧縮残留応力を導入す
る技術を受けることが可能である。
【０１２３】
　該車軸を仕上げ加工する段階の後、本発明による方法は、さらに、必要な場合に、該製
品の最終検査前に行うことが可能である熱処理段階を含むことが可能である。該熱処理は
、好ましくは、該管状車軸の少なくとも一部の焼き入れおよび焼き戻しを含む、すなわち
、それは、例えば、該車軸の機械加工された端部だけで、またはなお該全体車軸にわたっ
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【０１２４】
　該車軸ジャーナルおよび／または輪座は、加熱用の誘導加熱炉の助けにより局部的に焼
き入れし、急速冷却用の水で噴霧することが可能である。この技術（既に道路用車軸ジャ
ーナルで用いられている）は、主としてマルテンサイト系となる該鋼鉄の微構造を変える
ことにより表面積の硬度および強度を有意に増大させる。これらの特性は、これらの領域
中に存在し、一般に、鉄道車軸の破損に関連する事象、疲労強度およびフレッティング強
度を引き上げる。焼き入れに起因して、焼き入れされた領域は焼き戻しをすることが必要
である。
【０１２５】
　不連続点に対する非破壊試験による最終検査は、固定角超音波ビームによる超音波によ
って、またはなお可変角超音波ビームによる超音波によって、または渦電流によって、ま
たはなお磁気粒子によって行うことが可能である。
【０１２６】
　本明細書において記載される本方法は、原料の浪費を最小化し、さらに本発明の該管状
車軸の製造コストを下げることができる。
【０１２７】
　本発明による本方法は、中空でない車軸と較べて、約４０％少ない質量での鉄道車軸を
製造することができる。同時に、さらにこれらの車軸を製造する方法の特殊性によって増
強され、この車軸を製造するために用いられる該合金の特定の組成によりもたらされる利
点のお陰で、本発明は、軽質量を提供し、結果としてエネルギー効率を最適化した、より
強い強度および疲労強度を有する管状車軸を提供する。
【０１２８】
　該車軸の品質検査および該車軸の表面不連続度を検出する器具の使用は、製造される鋼
片の品質に対する一段と正確な制御を可能とし、エラーおよび欠陥管製造の変動幅を相当
に減らすと共に、この製造工程に沿って一部の車軸上に形成される確定した欠陥を是正し
排除することを可能とする。この効果は、また、本方法に一層大きな正確度をまた付与す
る、本方法の一部の段階に対する統計的なコンピュータ支援制御によって達成され、該管
上の欠陥数を下げ、該製品の機械的および微構造的変動の変動性を下げる。
【０１２９】
　例えば、鍛造前、または該車軸を仕上げ加工する段階中での本発明による方法の各種代
替段階を考慮して、本発明による本方法によって、鉄道輸送における用途の各種条件に一
段と適することができる各種物理的特性を有する車軸を製造することは可能である。該製
造方法により提供される利点を有する該管状車軸の形成で用いられる材料により提供され
る利点を組み合わせて、本発明は、低コストで、しかし、より良い強度および疲労強度を
有し、且つ材料の浪費の少ない車軸を製造する、すべての望ましい目的を達成することが
できる。
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